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○
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
条
文 （

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）  

第
二
章 

登
録
認
定
機
関  

第
一
節 

技
術
基
準
適
合
認
定
（
第
四
条
―
第
十
八
条
）  

第
二
節 

端
末
機
器
の
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
（
第
十
九
条
―
第
二
十
四
条
）  

第
三
章 

承
認
認
定
機
関  

第
一
節 

技
術
基
準
適
合
認
定
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
四
条
）  

第
二
節 

端
末
機
器
の
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
条
）  

第
四
章 

特
定
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
四

条
） 

第
五
章 

登
録
修
理
業
者
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
三
条
） 

第
六
章 

雑
則
（
第
五
十
四
条
）  

附
則 

 

第
五
章 

登
録
修
理
業
者 

 

（
登
録
の
申
請
） 

第
四
十
五
条 

法
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）  

第
二
章 

登
録
認
定
機
関  

第
一
節 

技
術
基
準
適
合
認
定
（
第
四
条
―
第
十
八
条
）  

第
二
節 

端
末
機
器
の
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
（
第
十
九
条
―
第
二
十
四
条
）  

第
三
章 

承
認
認
定
機
関  

第
一
節 

技
術
基
準
適
合
認
定
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
四
条
）  

第
二
節 

端
末
機
器
の
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
条
）  

第
四
章 

特
定
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
四

条
）  

 

第
五
章 

雑
則
（
第
四
十
五
条
）  

附
則 
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第
十
五
号
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
法
第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
の
修
理
方
法
書
（
以
下
「
修
理
方
法
書
」
と
い
う
。
）

は
、
修
理
す
る
特
定
端
末
機
器
に
つ
い
て
、
そ
の
技
術
基
準
適
合
認
定
番
号
、
設
計

認
証
番
号
又
は
届
出
番
号
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
認
定
番
号
等
」
と
い
う
。
）
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

修
理
の
方
法 

二 

修
理
の
確
認
の
方
法 

三 

前
号
に
規
定
す
る
修
理
の
確
認
に
使
用
す
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
及

び
製
造
業
者
名
（
修
理
す
る
特
定
端
末
機
器
の
試
験
の
全
部
を
委
託
す
る
場
合
を

除
く
。
） 

四 

前
号
に
規
定
す
る
測
定
器
等
の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
較
正
等
の
計
画
（
修
理

す
る
特
定
端
末
機
器
の
試
験
の
全
部
を
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

五 

第
二
号
に
規
定
す
る
修
理
の
確
認
に
お
い
て
、
修
理
す
る
特
定
端
末
機
器
の
試

験
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
別
表
第
六
号
第
三
項
⑴
か
ら
⑷
ま
で

の
事
項
に
係
る
受
託
者
と
の
取
決
め
の
内
容
又
は
そ
の
委
託
に
係
る
計
画 

六 

特
定
端
末
機
器
の
製
造
業
者
と
の
契
約
等
に
よ
り
修
理
す
る
特
定
端
末
機
器

の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
係
る
設
計
及
び
修
理
の
方
法
に
関
す
る
情
報
の
提

供
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
項
（
修
理
す
る
特
定
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適

合
認
定
番
号
等
に
係
る
設
計
に
合
致
す
る
よ
う
修
理
を
行
う
場
合
に
限
る
。
） 

七 

特
定
端
末
機
器
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
管
理
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
事
項 

八 

修
理
を
受
け
る
者
が
不
利
益
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
項
の
説
明
及
び
修

理
の
実
施
に
係
る
同
意
の
取
得
の
手
続 

３ 

法
第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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を
記
載
し
た
書
類
及
び
様
式
第
十
六
号
の
誓
約
書
と
す
る
。 

一 

別
表
第
七
号
に
掲
げ
る
修
理
体
制
及
び
管
理
体
制
等
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

二 
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
特
定
端
末
機
器
の
修
理
に
関
し
参
考
と
な
る
事

項 

４ 

第
二
項
第
二
号
の
修
理
の
確
認
の
方
法
（
設
計
に
合
致
す
る
よ
う
に
行
う
修
理
の

確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
は
、
別
表
第
六
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
認
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
少
な
い
修
理
の
方
法
の
基
準
等
） 

第
四
十
六
条 

法
第
六
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
理
す
る
特
定
端
末
機

器
の
製
造
業
者
と
の
間
の
契
約
に
基
づ
き
修
理
す
る
特
定
端
末
機
器
の
技
術
基
準

適
合
認
定
等
に
係
る
設
計
及
び
修
理
の
方
法
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
受
け
て
修

理
を
行
う
場
合
を
除
く
。 

 

一 

修
理
す
る
箇
所
が
、
表
示
装
置
、
フ
レ
ー
ム
、
マ
イ
ク
、
ス
ピ
ー
カ
、
カ
メ
ラ
、

操
作
ボ
タ
ン
、
差
込
み
口
、
コ
ネ
ク
タ
、
バ
イ
ブ
レ
ー
タ
、
電
池
そ
の
他
の
箇
所

で
あ
っ
て
、
電
気
通
信
回
線
設
備
を
利
用
す
る
他
の
利
用
者
の
通
信
に
影
響
を
与

え
る
お
そ
れ
の
少
な
い
箇
所
で
あ
る
こ
と
。 

二 

同
一
の
部
品
又
は
同
等
の
部
品
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

特
定
端
末
機
器
の
修
理
の
方
法
は
、
修
理
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
修
理
の
必
要
な

箇
所
ご
と
の
修
理
の
方
法
の
手
順
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
条
第
二
項
第
一
号
の
修
理
の
方
法
に
お
い
て
は
、
特
定
端
末
機
器
の
修
理
に
お

け
る
当
該
特
定
端
末
機
器
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
の
措
置
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そ
の
他
情
報
の
管
理
及
び
取
扱
い
の
方
法
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
通
知
） 

第
四
十
七
条 

総
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
し
た
場
合
に

は
、
当
該
登
録
の
申
請
を
し
た
者
に
、
登
録
を
し
た
旨
及
び
登
録
番
号
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

  

（
変
更
登
録
） 

第
四
十
八
条 

法
第
六
十
八
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録

修
理
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
七
号
の
申
請
書
に
、
変
更

後
の
修
理
方
法
書
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

二 

変
更
の
内
容 

三 

変
更
予
定
年
月
日 

四 

変
更
の
理
由 

２ 

法
第
六
十
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、

修
理
す
る
特
定
端
末
機
器
の
範
囲
を
縮
小
す
る
場
合
と
す
る
。 

  

（
変
更
の
届
出
） 

第
四
十
九
条 

登
録
修
理
業
者
は
、
法
第
六
十
八
条
の
六
第
四
項
の
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
八
号
の
届
出
書
及
び
様
式

第
十
六
号
の
誓
約
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

変
更
し
た
事
項 

二 

変
更
し
た
年
月
日 

三 
変
更
の
理
由 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
登
録
を
変
更
す
る
も
の

と
す
る
。 

  

（
修
理
及
び
修
理
の
確
認
の
記
録
等
） 

第
五
十
条 

法
第
六
十
八
条
の
七
第
二
項
の
修
理
及
び
修
理
の
確
認
の
記
録
に
記
載

す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

技
術
基
準
適
合
認
定
番
号
等
、
製
造
番
号
及
び
そ
の
他
修
理
し
た
特
定
端
末
機

器
を
特
定
で
き
る
番
号 

二 

修
理
及
び
修
理
の
確
認
の
年
月
日 

三 

修
理
及
び
修
理
の
確
認
を
行
っ
た
責
任
者
の
氏
名 

四 

修
理
及
び
修
理
の
確
認
の
内
容 

２ 

前
項
の
修
理
及
び
修
理
の
確
認
の
記
録
は
、
修
理
の
確
認
を
し
た
日
か
ら
十
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
修
理
及
び
修
理
の
確
認
の
記
録
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録

媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を

必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
表
示
） 

第
五
十
一
条 

法
第
六
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
様
式
第
十
九
号
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に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
登
録
修
理
業
者
は
、
法
第
六
十
八
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
修
理
し
た
特

定
端
末
機
器
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
と
同
一
の
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
表
示
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示 

様
式
第
七
号
注
１
か
ら
注
３
ま
で 

二 

様
式
第
十
四
号
に
よ
る
表
示 

様
式
第
十
四
号
注
１
か
ら
注
３
ま
で 

 

（
廃
止
の
届
出
） 

第
五
十
二
条 

登
録
修
理
業
者
は
、
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
廃
止
し
た
年
月
日
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
号
の
届
出
書
を
総
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
示
） 

第
五
十
三
条 

総
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
若
し
く
は
法
第
六

十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
を
し
た
と
き
又
は
登
録
修
理
業
者

か
ら
法
第
六
十
八
条
の
六
第
四
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登
録
修
理
業

者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

氏
名
又
は
名
称 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

三 

登
録
若
し
く
は
変
更
登
録
を
し
た
年
月
日
又
は
登
録
修
理
業
者
が
変
更
を
し

た
年
月
日
及
び
登
録
番
号 

四 

修
理
す
る
特
定
端
末
機
器
の
範
囲
及
び
修
理
の
箇
所 
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２ 

総
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
を
し
た

と
き
又
は
登
録
修
理
業
者
か
ら
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
届
出
が
あ
っ
た

と
き
は
、
登
録
修
理
業
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

氏
名
又
は
名
称 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

三 

登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号 

四 

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
廃
止
し
た
年
月
日 

３ 

前
二
項
の
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
っ

て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
章 

雑
則 

 

（
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
）  

第
五
十
四
条 

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
日
本
語
で

作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
号
～
別
表
第
五
号 

（
略
） 

別
表
第
六
号 

修
理
の
確
認
の
方
法
（
第
四
十
五
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
四
項
関

係
） 

 
 

修
理
さ
れ
た
特
定
端
末
機
器
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
確
認
す
る
機
器
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
従
っ
て
試
験
を
行
い
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
検

証
す
る
。 

１ 

別
表
第
一
号
二
の
規
定
を
、
確
認
す
る
機
器
の
試
験
の
検
証
に
準
用
し
て
行

          

第
五
章 

雑
則 

 

（
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
）  

第
四
十
五
条 

（
略
） 

  

別
表
第
一
号
～
別
表
第
五
号 

（
略
） 
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う
。
こ
の
場
合
、
同
二
中
「
申
込
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
す
る
機
器
」
と
、

「
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
検
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
試
験
を
行
う
と
き
は
、
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
設
備
で
あ
っ
て
、

法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等

を
受
け
た
も
の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。 

３ 

確
認
す
る
機
器
の
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
は
、
当

該
試
験
の
実
施
に
関
す
る
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託

す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
託
者
と
当
該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
て
行
う
。 

⑴ 

別
表
第
一
号
二
に
定
め
る
試
験
の
方
法
と
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
試
験
が
行

わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項 

⑵ 

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二

号
イ
か
ら
二
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
較
正

等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
も

の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項 

⑶ 

確
認
す
る
機
器
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
管
理
方
法 

⑷ 

そ
の
他
当
該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

４ 

試
験
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
委
託
し
た
試
験
の
結
果
が
前
項
の

取
決
め
に
従
っ
て
適
正
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
を
検
証
し
確
認
す
る
。 

５ 

二
以
上
の
確
認
す
る
機
器
の
検
証
に
お
い
て
、
当
該
確
認
す
る
機
器
の
う
ち
の

一
部
の
も
の
に
つ
い
て
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
確
認
す
る
機
器
の
う
ち
の
そ
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の
他
の
も
の
が
設
計
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
合
理
的
に
推
定
で
き
る
と
き
は
、

当
該
確
認
す
る
機
器
の
う
ち
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
、
試
験
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

別
表
第
七
号 
修
理
体
制
及
び
管
理
体
制
等
の
管
理
（
第
四
十
五
条
第
三
項
第
一
号
関

係
） 

 

修
理
体
制
及
び
管
理
体
制
等
の
管
理
に
関
す
る
説
明
は
、
次
表
に
掲
げ
る
事
項
そ
の

他
必
要
な
事
項
と
す
る
。 

事
項 

記
載
内
容 

一 

組
織
並
び
に
管

理
者
の
責
任
及
び

権
限 

法
第
六
十
八
条
の
七
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必

要
な
業
務
を
管
理
し
、
実
行
し
、
検
証
す
る
た
め
の
組
織

並
び
に
管
理
責
任
者
の
責
任
及
び
権
限
の
分
担
が
明
確

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明 

二 

法
第
六
十
八
条

の
七
の
義
務
を
履

行
す
る
た
め
の
管

理
の
方
法 

法
第
六
十
八
条
の
七
に
規
定
す
る
義
務
を
履
行
す
る

た
め
に
必
要
な
特
定
端
末
機
器
の
取
扱
い
に
お
け
る
管

理
の
方
法
に
関
す
る
規
定
が
具
体
的
か
つ
体
系
的
に
文

書
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
同
条
の
義
務
が
適

切
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
の
説
明 

三 

特
定
端
末
機
器

の
修
理
の
方
法 

法
第
六
十
八
条
の
七
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必

要
な
特
定
端
末
機
器
の
修
理
の
方
法
の
手
順
そ
の
他
修

理
に
関
す
る
規
程
が
文
書
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
基

づ
き
修
理
及
び
修
理
の
確
認
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
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の
説
明 

四 

測
定
器
等
の
管

理 

特
定
端
末
機
器
の
修
理
の
確
認
に
必
要
な
測
定
器
等

の
管
理
に
関
す
る
規
程
が
文
書
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
れ

に
基
づ
き
測
定
器
等
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
の
説
明 

五 

そ
の
他 

そ
の
他
法
第
六
十
八
条
の
七
に
規
定
す
る
義
務
を
履

行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

 

 
 



様式第十五号（第45条関係） 

登録申請書 

                                       年  月  日 

 総務大臣 殿 

                          郵便番号 

                          住  所 

                         （ふりがな） 

                          氏  名（法人にあっては、名称及び代表者 

                              の氏名。記名押印又は署名） 

                          電話番号 

                           

 

電気通信事業法第68条の３第１項の登録を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 修理を行う事務所の名称及び所在地 

２ 修理する特定端末機器の範囲 

３ 特定端末機器の修理の方法の概要 

４ 修理の確認の方法の概要 

 

注１ 修理する特定端末機器の範囲には、技術基準適合認定番号等及び「技術基準適合認定を受けた端末機器

の型式又は名称」、「設計認証に係る設計に基づく端末機器の型式又は名称」又は「技術基準適合自己確

認を行った特定端末機器の型式又は名称」を記載すること。 

２ 修理の方法の概要には、修理の箇所（表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、ボタン、差込

み口、コネクタ、バイブレーター及び電池等）について記載すること。なお、修理する特定端末機器の認

証設計又は届出設計に合致するよう修理を行う場合は、修理の箇所のほか、その旨を記載すること。 

３ 修理の確認の方法の概要には、試験の内容及び実施体制を記載すること。 

４ この用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 



様式第十六号（第 45 条及び第 49 条関係） 

誓   約   書 

 

                                      年  月  日 

 

 総務大臣 殿 

 

                          （ふりがな） 

                          氏  名（法人にあっては、名称及び代表者 

 の氏名。記名押印又は署名） 

                           

登録申請者（及びその役員）が、電気通信事業法第68条の４第２項各号に該当しないことを誓約します。 

 

 

注１ 不要な文字は、抹消すること。 

２ この用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第十七号（第 48 条関係） 

変更登録申請書 

 

                                      年  月  日 

 

 総務大臣 殿 

 

                          郵便番号 

                          住  所 

                         （ふりがな） 

                          氏  名（法人にあっては、名称及び代表者 

                              の氏名。記名押印又は署名） 

                          電話番号 

                          登録番号及び登録年月日 

 

電気通信事業法第68条の６第１項の変更登録を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 変更しようとする事項 

２ 変更の内容 

３ 変更予定年月日 

４ 変更の理由 

 

注１ 変更しようとする事項には、「修理する特定端末機器の範囲」、「特定端末機器の修理の方法の概要」及

び「修理の確認の方法の概要」の別を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 

３ この用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第十八号（第 49 条関係） 

変更届出書 

 

                                      年  月  日 

 

 総務大臣 殿 

 

                          郵便番号 

                          住  所 

                         （ふりがな） 

                          氏  名（法人にあっては、名称及び代表者 

                              の氏名。記名押印又は署名） 

                          電話番号 

                          登録番号及び登録年月日 

 

電気通信事業法第68条の６第４項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 変更した事項 

２ 変更した年月日 

３ 変更の理由 

 

注１ 変更しようとする事項は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 

２ この用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第十九号（第51条関係） 

表示は、第四十七条の規定により通知された登録番号（Ｔ及び６桁の数字）を枠で囲み、「登録修理」の

文字に続けて付加したものとする。 

 

   登録修理  Ｔ××××××  

 

注１ 文字の大きさは、直径３ミリメートル以上であること。 

２ 材料は、容易に損傷しないものであること。 

３ 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第二十号（第52条関係） 

廃止届出書 

 

                                      年  月  日 

 総務大臣 殿 

                          郵便番号 

                          住  所 

                         （ふりがな） 

                          氏  名（法人にあっては、名称及び代表者 

                              の氏名。記名押印又は署名） 

                          電話番号 

                          登録番号 

 

電気通信事業法第68条の10第１項の規定により登録に係る事業を廃止したので、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

廃止した年月日       年  月  日 

 

 

注 この用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。 
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